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１８. 保険 －日系保険会社におけるアジア市場攻略の方向性 

【要約】 

 巨大な母国市場を背景に成長を続けてきた日系保険会社にとって、今後の国内市場の

縮小が予想される中、海外事業の強化、特に高い成長が見込まれるアジア市場の攻略

は重要な課題である。 

 Prudential plcに代表されるグローバル大手保険会社は、いち早くアジア市場へ参入する

ことで先行者利益を享受するとともに、欧米での事業経験を活用し、アジア市場でのプレ

ゼンスを高めてきた。さらに近年では、アジア市場では後発の Allianzや AXA が、テクノ

ロジーの進展に伴って生じたホワイトスペースの攻略や、IT企業とのパートナー戦略を通

じて、事業を拡大している。 

 低金利環境の継続や金融規制の強化等を背景に、足下ではアジア保険市場における

M&A が活発化している。日系保険会社は、それをアジア市場強化の好機とし、黎明期

にある市場への参入やボルトオン M&A を通じて、アジアにおける事業基盤を早々に構

築していくことが求められよう。また、グローバル大手保険会社と同様、グループシナジー

やテクノロジーを活用することで事業基盤を拡大させるとともに、高齢化・低金利環境等

の課題先進国である日本での事業経験や、優れた医療サービス等の日本の強みを有効

に活用し、外資系保険会社との差別化を図っていくことが重要となろう。 

１． はじめに 

日本の保険市場は世界 2 位の規模を有し（【図表 1、2】）、それ故に日系保険

会社はこれまで国内市場を専らターゲットとして発展してきた。しかしながら、

今後の人口動態の変化に伴う国内市場の縮小といった環境変化や、保有す

るリスクが国内に集中している状況を鑑みれば、日系保険会社にとって海外

事業強化が成長の上で重要となる。 

Allianz（独）、AXA（仏）、Prudential plc（英）（以下、「Prudential」）といった欧

州のグローバル大手保険会社は、比較的早い時期から海外進出を行ってお

り、足下における海外事業比率は 70%を超える（【図表 3、4】）。彼らの母国市

場である欧州各国の保険市場は、北米や日本と比較して小規模であることか

ら、成長機会を海外に求めざるを得なかったと考えられる。そうした中におい

て、グローバル大手保険会社は、巨大な市場規模を持つ米国市場と高成長

が期待される新興市場（アジア、南米、アフリカ等）の両方に参入するという海

外戦略を採用してきた。 

世界の保険市場シェアの 8 割を先進国が占めるが1、成熟市場は競争も厳し

い。例えば、世界最大の保険市場を持つ米国では、約 6,000社の保険会社が

事業を展開しており、マーケットシェアの引き上げ等を目的とした米国保険会

社間の M&A や、欧州やカナダの大手保険会社による参入・撤退が繰り返さ

れてきた。一方、新興アジアの保険市場は、足下でこそ、その規模は大きくな

いものの、近年の他地域を上回る経済発展の中で着実に成長し、世界市場

におけるポジションを高めつつある。中長期的には、欧米に並ぶ規模にまで

成長が見込まれており、グローバル保険会社にとって新興アジアの成長を着

                                                   
1 保険料ベース（Swiss Re, sigma 3/2017: World insurance in 2016）。 
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実に取り込んでいくことは重要な戦略となっている。 

近年、Prudential をはじめとする複数のグローバル大手保険会社は、アジア重

視を打ち出している。資本力の豊かな保険会社を中心に、新興アジアへの投

資を積極化しており、M&A 活動は高まりを見せている。さらに、新興アジアに

おいて事業基盤を確立したグローバル大手保険会社は、グループシナジー

の活用を通じて事業の競争力を強化し、プレゼンスを高めている。本章では、

日系保険会社のアジア戦略と新興アジアで活躍するグローバル大手保険会

社の取り組みの比較から、日系保険会社へのインプリケーションを導出する。 

【図表 1】 各国保険料（上位 10 カ国、2016年） 【図表 2】 主要国における保険市場の規模と成長率 

  

（出所）Swiss Re, sigma 3/2017: World insurance in 2016 

よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）Swiss Re, sigma 3/2017: World insurance in 2016 

よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表 3】 グローバル大手保険会社の時価総額 【図表 4】 主要保険会社の地域別収入（2016年度） 

  

（出所）Bloomberg よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2018年 6月 19日時点 

（出所）FactSetおよび各社公表資料よりみずほ銀行 

産業調査部作成 
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２． 日系保険会社のアジア戦略 

まず日系大手保険会社のうち、積極的にグローバル展開を行っている第一生

命ホールディングス（以下、「第一生命」）および東京海上ホールディングス

（以下、「東京海上」）を例に、日系保険会社の海外戦略を整理する。 

第一生命は、国内トップクラスの生命保険会社であり、海外においても生命保

険事業を展開している。第一生命の海外展開は、2007年のベトナム進出に端

を発する。その後タイ、インドに進出し、2010年に相互会社から株式会社へ転

換したことを機に海外買収を本格化し、近年では米国・オーストラリアといった

先進国において大型の買収を行ってきた。新興市場は高成長が見込めるが、

収益化には相応の時間を要する可能性が高い。他方、先進国におけるM&A

は、買収額が巨額となるものの、早期の利益貢献を実現するとともに、優良企

業の事業ノウハウを習得する機会となる。当社は、海外生保事業を「3 つの成

長エンジン」の 1 つと位置づけ、先進国での保険事業を通じて安定的成長と

本体への収益貢献を追求しつつ、新興国への投資を継続する方針である。 

東京海上は、国内最大の損害保険会社であり、損害保険事業を主軸としつ

つ、国内外で生命保険事業も展開している。東京海上の海外展開は、海外

進出する日本企業に対する損害保険の提供を主目的として 1879 年に始まっ

た。2000 年代以降は、新興国経済の発展に伴ってローカルビジネス（損害保

険および生命保険）へ徐々に進出し、また近年では大型買収を通じて米・欧

のスペシャルティ保険2市場へ参入している。当社は、38 の国・地域で展開す

る海外保険事業を、グループ全体のリスク分散と持続的な利益成長の牽引役

と位置づけ、高い収益性を持つ先進市場と高い成長が期待できる新興市場

において、バランスある成長を実現していく方針を示している。 

両社に共通する事項として、いずれも海外事業においては先進国と新興国の

両市場で更なる成長を推進していく方針であるが、足下では先進国が中心の

ポートフォリオとなっており、高い成長が見込まれる新興市場の事業基盤は小

さい（【図表 5、6】）。このまま新興市場への対応が遅れれば、今後の世界の保

険市場における新興市場の比重が高まる中、日系保険会社の地位低下に繋

がりかねない。日系保険会社にとって、新興アジア市場における事業基盤の

更なる拡充が求められている状況である。 

【図表 5】 第一生命の地域別当期純利益 【図表 6】 東京海上の地域別の事業別利益 

  

（出所）第一生命公表資料よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）東京海上公表資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）事業別利益とは、各事業の特性に照らして取組成果を

より適切に示すことを重視した、東京海上独自の経営

管理指標 

                                                   
2 主として一般の保険ではカバーされないような特定のリスクを対象とし、専門性の高いアンダーライティング力や技術力を必要と

する保険であり、例としてサイバーリスク保険や会社役員賠償責任保険等がある。 
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３． グローバル大手保険会社のアジア戦略 

まず、グローバル大手保険会社の新興アジア市場戦略を採り上げる。一般に、

M&Aは市場参入や規模獲得の観点で有効な手段だが、保険をはじめとする

リテール金融サービスは、国毎の商習慣や社会保障制度等と深く結びつき、

地域特性が強いため、多国間でシナジー効果を発揮することは容易ではない

とされている。一方、成長著しいアジア新興市場において、地場および外資

系保険会社が激しい競争を展開しており、追加的な取り組みによる競争優位

の追求は常に必要となる。そうした中において、グローバル大手保険会社のう

ち、海外事業比率、特にアジア事業比率が高い Prudential（英）、Allianz（独）、

AXA（仏）の 3 社がどのように新興アジアに事業基盤を構築し、地場および外

資系保険会社に対する優位性を確立しているか、その取り組みを整理する。 

（１）Prudential 

Prudential は、新興アジアの各国生保市場において重要なポジションを占め

ており、域内を代表する外資系生保の一つである（【図表 7】）。当社は、母国

市場である英国・欧州、米国、アジアの 3 地域において保険や年金等のリテ

ール金融サービスを提供し、これら 3 つの地域別部門に資産運用部門 M&G

を加えた 4 部門から構成されている。当社の営業利益の推移からは、アジア

事業の着実な成長と利益貢献の大きさが見て取れる（【図表 8】）。 

【図表 7】 アジア主要国の生保ランキング 

および Prudential の各国における順位 

【図表 8】 Prudential の地域別営業利益推移 

 
 

（出所）Prudential plc公表資料および各国当局公表資料 

よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）中国は外資系生保のみ、インドは国営の LICを除く 

（出所）Prudential plc公表資料よりみずほ銀行 

産業調査部作成 

（注）IFRSベース 

Prudentialのアジア事業は、1920年代のインドから始まり、90年以上の歴史を

有する。他の外資系生保と比較しても、早期からアジア参入を行った企業の

一つである3。当初当社は英国と関係の深いインド、マレーシア等へ進出した

が、1994年のアジア地域本部 PCA（Prudential Corporation Asia）の香港設立

を機にアジア事業を加速させた。当時の PCA の CEO を務めた Mark Tucker

氏4の強力なリーダーシップの下、当社は地場保険会社の買収等を通じてア

ジア事業を 12カ国まで急速に拡大し、現在の事業基盤を構築した。 

                                                   
3 同じく早期にアジア参入を行った生保として、AIA（1931年～）およびManulife（1897年～）が挙げられる。 
4 Tucker氏は Prudentialのアジア地域本部長（PCA CEO、1994～2003年）を務めたのち、Prudentialの Group CEO（2005～

2009年）、AIAの CEO（2009～2017年）、HSBCの会長（2017年～）を歴任。 
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当社は、早期に市場参入することで、様々な先行者利益を獲得してきた。例

えば、当社が推進する、現地の深い理解に基づくローカライズされた商品の

投入、巨大なエージェント（個人代理人）網の構築5、ブランドイメージの確立

には、時間を要する半面、マーケットシェア獲得後は大きな参入障壁として機

能している。また、銀行やブローカーとの販売提携や外資規制対応としての

合弁会社設立において、優良パートナーを獲得してきた。Prudentialはいち早

く ICICI（印）等の有力企業と提携し、複数の大手銀行と専属販売契約を締結

している。さらに、早期参入企業として監督官庁へ情報提供・技術支援等を行

うことで、政府とのコネクションや現地銀行等との人脈を獲得している。当社は

先行企業として早期に事業基盤を構築することで、特に黎明期・発展期の市

場において、大きな競争優位を獲得してきたと考えられる。 

さらに Prudential は①商品開発・販売チャネル構築等のノウハウ共有と、②資

産運用や再保険、オペレーションをサポートするシステム等機能の共通化を

行うことにより、グループシナジーの活用を推進している。 

まず①について、商品開発に関するノウハウの共有として、欧米やアジアでの

事業経験に基づく新商品の開発・導入を推進している。Prudential は、当時す

でに英国で拡大していたユニット・リンク商品6を他社に先んじてアジア市場へ

導入し、マレーシアやインドネシア等で大きなシェアを獲得していった。また、

英国や米国における年金事業の経験を活かし、アジアにおいても同事業を強

化している。さらに、マレーシアで開発したイスラム保険商品を、同じくイスラム

教徒の多いインドネシアへ応用的に導入する等、アジア内でのノウハウの移

転も積極的に進めている。チャネルの構築に関しては、エージェントの規模

（人数）と質（専門性）の確保が競争力に繋がることから、エージェントの採用・

管理・教育に関し、地域間でベストプラクティスの共有を行っている7。このよう

な取り組みが可能となる背景として、当社はアジア各国において、多数のエー

ジェントを抱えて生命保険商品を販売する戦略を一貫して進めていることから

ノウハウの標準化および移転が比較的行いやすいことに加え、アジアでは国

毎に保険市場の発展度合いが大きく異なるため、アジア内においてもノウハウ

の共有は横展開する際に有効に機能すること8が考えられる。 

また②について、資産運用や再保険によるリスクコントロール、オペレーション

の高度化等、集約によるスケールメリットが見込める領域については、

Prudential は共通のインフラを構築している。資産運用については、シンガポ

ールに資産運用会社 EastSpring を設立し、各国の運用資産の一部を受託す

る形式となっている。また、チャットボット9による顧客・エージェントサポートや、

AI ベースの自動査定システムといったオペレーションの改善については、複

数国に横展開を行っている。このように、商品やチャネルに関するノウハウの

活用や、共通のインフラ構築によるスケールメリットを通じて、Prudential は各

国において競争優位を確立していると考えられる。 

                                                   
5 Prudentialはアジアに 60万人以上のエージェントを保有する。 
6 変額保険の一種であり、契約者が運用対象（保険会社の提供する投資信託等）を選択し、組み合わせることができる投資性商

品。 
7 さらに、得られた知見を元に、Prudential Indonesiaでは PRUforce agency workbench と呼ばれる採用・教育のためのオンライン

ツールを構築した。同ツールにより、採用に要する時間が 20日から 2日に短縮され、5,000人／週の受入れが可能となった。 
8 例えば成熟市場である香港やシンガポール、マレーシア等での事業経験を、将来フィリピンやベトナムでの事業に応用すること

ができると考えられる。 
9 顧客やエージェントからの質問を自動で解釈し、自動で返答文を作成・返答するシステム。 
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アジア事業の急速な成長を背景に、Prudential は、成熟事業である英国保険

事業および資産運用部門 M&G を、成長事業であるアジア・米保険事業から

スピンオフする方針を発表した。これまで当社は、キャッシュ・カウである英・欧

事業から生み出された原資を、アジア事業へ投資してきた。しかしながら、い

まやアジア事業が当社の収益の柱の一つとなっている（前掲【図表 8】）。事業

の成長性が大きく異なる中、スピンオフにより各々の戦略と資本配賦の柔軟性

を高めることで、両事業のさらなる成長を狙うとしている。 

 

（２）Allianz 

Allianz は、アジア 8 カ国で生命保険事業および損害保険事業を展開してい

る。Allianzのアジア市場への参入は 1981年と比較的後発であり、市場シェア

やプレゼンスの観点では、前述の Prudentialほどの地位は得られていない。し

かしながら、近年ではテクノロジーの進展により生じたホワイトスペースに活路

を見出し、アジア保険市場での存在感を高めている。Allianz の同領域におけ

る主な取り組みとして、①テクノロジーがもたらす社会構造変化への対応、②

ディストリビューションチャネルの改革、が挙げられる。 

まず①の事例として、Allianz はインドネシアのバイクタクシー配車サービス

GO-JEKのドライバーおよびその家族向けに、医療保険を提供している。Uber

や TaskRabbit10等のオンデマンドサービスの普及に伴い、個人の働き方が「雇

用」から「委託」へシフトし、ギグ・エコノミー11が世界中で拡大している。それと

同時に、ギグ・エコノミー労働者の権利が保護されず、福利厚生や社会保障

が不十分であることへの懸念も高まりつつある12。そもそも、新興アジアにおい

ては社会保障制度の未発達や、民間医療保険が普及していないこともあり、

医療保障ギャップが大きい。こうした環境下において、Allianz はギグ・エコノミ

ー労働者の医療保障ニーズに焦点を当て、GO-JEK等のギグ・エコノミーのプ

ラットフォームの利用者向けに保険を販売している。さらに当社は、JD.com や

RecomN.com等の大きな顧客基盤を抱える現地のインターネット企業と提携し、

その利用者の新たな保険ニーズへの対応を進めている。 

次に②の事例として、Allianz によるデジタルエージェントの取り組みが挙げら

れる。インドでは多くの保険会社が大都市で事業を行うところ、Allianz はデジ

タルエージェントを保険サービスが行き届いていない約 1,000 の Tier2・Tier3

都市13に派遣し、保険を販売している。デジタルエージェントは、タブレット上

で保険契約締結および保険金請求受付を完結させるため、「紙」の契約書を

前提とした物理的な保険代理店網を代替できる。当社はチャネルの改革を通

じ、既存の保険会社がターゲットとしてこなかった新たな顧客層を先んじて開

拓することで、収益機会を得ることに成功している。 

 

                                                   
10 家具組み立てや食料品の買出し等、日常的雑用のアウトソース・提供のマッチングサービス。 
11 インターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方や、それによって成り立つ経済形態のこと。 
12 先進国の英国においても、ギグ・エコノミー労働者の 53%は労働者年金等の福利厚生を受けておらず、生命保険・収入保障

保険・医療保険へアクセスできているのは 2%程度にとどまる等（Restless Worklife／Zurich UK）、社会問題化している。 
13 インドにおいて、人口 400万人以上の都市は Tier1都市、人口 100万人以上 400万人未満の都市は Tier2都市、人口 100

万人未満の都市は Tier3都市と称される（インド商工会議所定義）。 
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これらの取り組みを支えるのが、当社が推進するデジタル化戦略である。

Allianzは Digital Transformationを最優先の戦略課題として掲げ、6.5億ユー

ロの投資を行うとともに、グローバルで連携をとりながらデジタル化を推進して

いる。その一環として、当社はデジタル推進の役割を担うデジタルイノベーシ

ョンハブ機能を欧州だけでなくアジア14にも設置し、保険に関連するエコシス

テムを形成する新興アジアのプレーヤーとの接点を強化している。さらに、そ

れらのコンタクト先のうち、GO-JEK等のAllianzの戦略上重要な企業に対して

は、デジタル投資ユニット AllianzX を通じて出資を行っている（【図表 9】）。こ

のように、保険のデジタル化に関する情報をグローバルに収集できること、新

規市場開拓において重要なパートナーと早期に接点を形成し、資本提携をも

可能とする体制を構築していることが、当社のアジア戦略を支えているものと

考えられる。 

さらに、Allianz は保険ポートフォリオの見直しも進めている。低金利環境およ

び新規制の導入等に伴い、長期の保険負債を抱える生命保険事業の資本効

率が低下していることから、大手欧州保険会社は、伝統的な利率保証型の貯

蓄性商品から、所要資本の少ない保障性商品やユニット・リンク商品へと商品

構成を変更している。Allianz は、資本効率改善に向けた施策として、中国や

台湾の事業を中心に販売商品構成のシフトを進めており、その一環として

2018年に台湾の生命保険事業の一部を売却した。 

【図表 9】 Allianzの CVC機能 

項目 概要 

名称 Allianz X 

設立 2017年 

ファンド 

サイズ 

4.3億ユーロ 

方針 保険に関連するエコシステムを形成する、デジタル企業への投資 

重点分野 Mobility 
Connected Property 

Connected Health 
Wealth Management & Retirement 

Data Intelligence & Cybersecurity 

主な投資

先企業 

GO-JEK 

BIMA 
N26 

JD.com との合弁保険会社 

役割 新規企業の設立、ベンチャー投資、ファンドオブファンズ投資 
 

（出所）Allianz公表資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

（３）AXA 

AXA は、アジア 10 カ国で生命保険事業および損害保険事業を展開してい

る。AXA も Allianz と同様、アジア市場への参入は比較的後発の 1995 年で

あり、近年ではテクノロジーの進展を機会と捉えた取り組みを推進している。ま

た、当社は 2016年より「Payer to Partner（保険金の支払者から、顧客へ寄り添

いサポートする真のパートナーへ）」を会社ビジョンとして掲げており、ヘルス

ケア等の保険に関連する領域のベンチャー企業との提携により、サービスの

差別化を図っている。 

                                                   
14 シンガポール、中国、タイにデジタルラボを設置していることに加え、ローカルにもデジタル推進機能を設置している。 
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AXAの新興アジアにおける取り組みの一例として、AXA が 2018 年に上市し

たマレーシア初のオンライン医療保険 eMedicを採り上げる。eMedicは、16歳

から 39歳までの比較的若い層をターゲット15とした医療保険であるが、従来の

単なる給付金の支払い（金銭的補償の提供）にとどまらず、オンデマンド医療

サービスBookDocや生活・健康コーチングサービスNaluriとの連携を通じて、

予防やケアに関する顧客ニーズを充足している。また、eメディカルカードの提

示によりキャッシュレスで診療が受けられる仕組みを構築しており16、サービス

全体の利便性向上に努めている。さらに小口保険のオンラインアグリゲーショ

ン（見積もり比較）サービス PolicyStreet や通信会社が提供するアプリ MyDigi

等のオンラインチャネルを通じて保険を販売することにより、チャネル構築コス

トを低減し、幅広い顧客層が利用可能な廉価かつ小口の保険を提供している。 

AXA も Allianz と同様にデジタル化を推進しており、CVC の活用やイノベー

ションラボの設置を通じ、現地のベンチャー企業との接点強化や新たなエコシ

ステムの構築を推進している。アジアにおいては、中国（上海）に設置された

AXA Lab を通じてアジアのイノベーティブな企業17との接点を形成し、さらに

香港に設置された AXAの CVCである AXA Venture Partnersを通じて投資を

行っている。AXA においても、新規市場開拓において重要なパートナーと早

期に接点を形成し、資本提携をも可能とする体制を構築することで、サービス

の差別化を実現し、アジア事業における優位性を生み出しているものと考えら

れる。 

また、資本効率改善の観点から、AXA は地域および保険ポートフォリオの見

直しを積極的に進めている。AXAは、2017年に公表した地域戦略において、

収入の約 9 割を占める 16 カ国の事業に注力する一方、その他の 26 カ国の

事業を縮小または合理化する可能性を示しており、アジア内でも取捨選択が

進むと見られる（【図表 10】）。保険事業は、一定地域内におけるスケールメリ

ットが効くビジネスであることから、AXA は市場の規模、成長性および自社の

ポジションを踏まえ、事業地域の選択と集中を進めている。さらに、資本効率

改善の観点から保険ポートフォリオの見直しも進めており、全社的に利率保証

型の貯蓄性商品から保障性商品や損害保険へのシフトを推進している。2017

年に公表された米国生命保険事業の売却（IPO）および 2018年に公表された

米大手損害保険会社XLの買収もその一環であり、大胆なポートフォリオの見

直しに伴い、事業の中心を生命保険から損害保険へ転換させている。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 新規加入は 39歳までだが、更新は 80歳まで可能。 
16 保険契約者は病院で e-メディカルカードを提示することで、一定額までは無料で診療を受けることができる。保険金の給付が

保険会社から直接病院に支払われ、患者の一時的な医療費の立替が発生しない仕組みとなっている。 
17 中国では、IT企業の Alibabaや、FinTech企業の Pintec、ヘルスケア企業の CareVoice等と提携している。 
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【図表 10】 AXAの地域ポートフォリオ見直し 

 

（出所）AXA公表資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

４． 日系保険会社が求められるアジア市場攻略の方向性 

ベンチマーク企業の取り組みからの導出として、新興アジア市場攻略におい

ては、①市場への早期参入による先行者利益の獲得、②グループシナジー

の活用による競争優位の確立、③テクノロジーの進展に伴い生じたホワイトス

ペースの攻略、が重要であると整理できる。また、保険を含む金融事業の特

性として、厳しい金融規制に基づく資本の制約を受けることから、欧州で導入

された新規制18や事業環境の変化等を背景に、ベンチマーク企業は④事業

ポートフォリオの最適化を進めている。これらの分析を踏まえ、日系保険会社

が成長する新興アジア保険市場の取り込みに向け、事業基盤を拡大していく

ための打ち手について考察する。 

まずは、地域ポートフォリオの構築である。すなわち、先行者利益獲得が期待

できる市場黎明期にある CLM 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー）への早

期参入や、その他アジア市場での買収を通じ、事業基盤の拡大を加速してい

くことが求められる。足下では、CLM 諸国の保険市場も徐々に立ち上がりを

見せており、市場開放および自由化も進みつつある。また、金融規制強化に

伴い、欧米やオーストラリアの金融機関はポートフォリオ調整を進めており19、

アジアにおける保険会社の売却案件も相応に出てきている。新規市場への参

入や既参入市場でのボルトオン M&A20の好機が生じていることから、日系保

険会社はこの機会を活用し、新興アジアにおける事業基盤を早急に拡大して

いくことが期待される。特に後者に関し、保険事業は商品の拡充やマーケット

シェア引き上げに伴って一定地域内におけるスケールメリットが得られることか

ら、売り手にとってノンコア事業であっても、買い手の既存事業との統合により

競争力向上に繋がり得るため、注力地域において、継続的な投資を推進して

いくことが重要である。一方で、資本および人的リソースの制約もあることから、

                                                   
18 EU域内では、2016年 1月より新たな財務健全性規制「ソルベンシーⅡ」が導入された。保険負債についても経済価値を踏ま

えた評価を要求しているのが大きな特徴であり、伝統的な利率保証型商品を中心に、所要資本は増加する傾向にある。 
19 オーストラリアのコモンウェルス銀行による中国の交銀康連人寿保険の持分売却（三井住友海上火災保険が取得）等、規制強

化に伴い金融グループにおいて生命保険事業を見直す動きが生じている。 
20 既存事業の補完・拡充を目的としたM&Aのこと。 
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市場の成長性や自社のポジションに基づく事業地域の選択と集中を進めるこ

とも肝要であろう。市場シェアが小さく、今後も競争優位を築くことが難しいと

考えられる地域の事業は売却し、資本とリソースの解放を進めるべきである。 

次に、競争優位を築くための取り組みについて考察する。CLM 諸国を除く新

興アジアの保険市場は発展期・成熟期を迎えつつあり、また日系保険会社は

多くの市場において後発企業の位置づけとなる。そのため、まずはベンチマ

ーク企業の戦略に倣い、グループシナジーの活用およびテクノロジーの進展

に伴う事業機会の獲得を推進した上で、日本の特長を活かした「新たな付加

価値」による差別化を図ることが求められよう。 

グループシナジーの活用については、日系保険会社も重視している領域であ

る。近年の急速な海外事業の拡大に伴い、日系保険会社は、先進国および

新興国で事業を展開する買収先保険子会社とのベストプラクティスの共有、

人材交流等の取り組みや、資産運用等インフラの共通化を進めている。今後、

新興アジア事業が拡大するにつれ、当該事業間でのノウハウ共有の一層の

推進が期待される。 

次にテクノロジーの進展に伴う事業機会の獲得について、日系保険会社は主

にシリコンバレーにイノベーションラボを設置し、最先端技術の取り込みや新

たなビジネスモデルの検討を行っている。今後はその取り組みを加速させ、新

興アジアへ拡張していくことが求められる。地域特性の強い保険事業におい

て、保険エコシステムを活用したビジネスを構築するには、前述したAllianzや

AXA のように、現地プレーヤーとの協業が欠かせない。新興アジアにイノベ

ーションラボや CVC を設置する等、現地の有力パートナーを発掘するための

仕組みづくりが重要となろう。 

ただし、新興アジア保険市場における事業経験や資本力の観点では、グロー

バル大手保険会社が相対的に優位であるといえる。日系保険会社が新興ア

ジアのローカル市場へ参入したのは概ね 2000年代からであり、他方、事業基

盤の大きい Allianzや AXAはデジタル投資においてもスケールメリットを見込

みやすい。そうした中において、日系保険会社がアジア市場で勝ち抜くため

には、日本特有の事業経験や資源を活用し、差別化を図ることが求められる。 

例えば、日本が抱える高齢化や低金利環境といった課題は、中国やインド等

のアジア新興国においてもいずれ直面する課題となる。日本では近年、「長

生きリスク」に対応したトンチン保険21や高齢者向け医療保険22等が相次いで

導入されている。また、日本では長引く低金利環境下において、ALM の高度

化や個人の資産形成ニーズへ対応した商品の開発を進めてきた。こうした課

題先進国である日本で培った商品開発やリスク管理ノウハウを活用することで、

新興アジアで優位性を築いていくことが一手であろう。 

また、日本の医療技術やサービスは世界から高い評価を受けており、日本政

府は 2013 年の成長戦略に医療の国際展開を掲げ、医療システム輸出の推

進も行われているところである23。そうした中において、日本の医療・介護サー

                                                   
21 終身型年金保険の一種であり、死亡保障や解約返戻金を低く設定することで年金原資を厚くし、生きている加入者が年金を大

きく受け取れる商品。超長寿時代における老後破綻リスクに備えた商品として注目を集めている。 
22 解約返戻金を低く設定することで保険料を抑えた、高齢者に特化した医療保険が登場している。 
23 みずほフィナンシャルグループ「成長市場 ASEANをいかに攻略するか －多様性と変化がもたらす事業機会を探る－」
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ビスと組み合わせた商品を開発し、新興アジアへ輸出していくことも有効だと

考えられる。足下では、すでに日本への医療ツーリズムを対象とした医療保険

が中国で販売され、注目されている。また、今後は日本企業が新興アジアの

現地企業と協働し、日本の医療事業者の医療技術や日本企業の事業ノウハ

ウを活用した医療事業を新興アジアにおいて拡大していく可能性もあり、それ

ら現地の病院での診療および治療を対象とした医療保険等の展開が考えら

れよう。医療費の未払いリスク軽減に繋がることから、病院側にとっても保険会

社と提携するメリットは大きいと考えられる。 

日系保険会社は、着実に海外事業において成長を続けている。しかしながら、

今後の母国市場の縮小に伴う事業へのインパクトを抑制するには、海外事業

のさらなる加速が求められる。グローバル大手保険会社および地場保険会社

がしのぎを削る新興アジアにおいて、早急に事業基盤を構築するとともに、日

本での事業経験や日本の強みを活かし、より一層の活躍を期待したい。 
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